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(57)【要約】
無線設定を含む設置情報を複数有し、それを使用者の選択により表示装置の設置場所ごと
に最適な無線設定に切替えられるテレビ受信システムを提供する。このような構成により
、表示装置がどの場所に設置されても、安定した受信環境をつくることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
放送信号を受信するアンテナと、
前記アンテナで受信された放送信号を選局する選局部と、
前記選局部で選局された放送信号を符号化する符号化部と、
前記符号化部で符号化された放送信号を無線信号として送信する第１の無線通信部と、
前記選局部の選局状態を制御する第１の制御部と、
を備えた選局装置と、
前記第１の無線通信部から前記無線信号を受信する第２の無線通信部と、
前記第２の無線通信部で受信された無線信号を放送信号として復号化する復号化部と、
前記復号化部で復号化された放送信号を画像として表示する画像表示部と、
使用者の指示を入力する入力部と、
入力された前記指示に基づいて設置情報を生成する設置情報生成部と、
生成された前記設置情報を記憶する第２の記憶部と、
前記第２の記憶部から前記設置情報を取り出し、前記第２の無線通信部及び前記第１の無
線通信部を介して前記設置情報を前記第１の制御部へ送る第２の制御部と、
を備えた表示装置と、を有し、
前記第１の制御部は、前記第２の制御部により送られた前記設置情報に基づいて前記第１
の無線通信部の通信状態を制御する、
テレビ受信システム。
【請求項２】
前記選局装置はＬＥＤ表示部をさらに備え、
前記第１の制御部は前記設置情報に基づいて前記ＬＥＤ表示部を制御することを特徴とす
る
請求項１に記載のテレビ受信システム。
【請求項３】
前記設置情報は、
前記表示装置が配置される位置を示す設定場所情報と、
前記第１の無線通信部と前記第２の無線通信部との間で使用される無線チャンネルを示す
使用無線チャンネル情報と、
前記無線チャンネルで実際に使用される帯域を示す使用帯域情報と、
前記無線チャンネルで消費される送受信電力を示す送受信電力情報とを含むことを特徴と
する
請求項２に記載のテレビ受信システム。
【請求項４】
前記表示装置は設置位置検出部をさらに備え、
前記設置位置検出部は前記表示装置の現在情報を検出し、
前記第２の制御部は前記第２の記憶部にある設置情報と前記現在情報とを比較し、
前記現在情報に最も合致する設置情報に基づいて前記選局装置の設置情報を更新すること
を特徴とする
請求項３に記載のテレビ受信システム。
【請求項５】
前記現在情報は、前記無線チャンネルで消費される送受信電力を示す送受信電力情報であ
ることを特徴とする
請求項４に記載のテレビ受信システム。
【請求項６】
前記選局装置は第１の記憶部をさらに備え、
前記第１の記憶部は複数の設置情報を有し、
前記第１の無線通信部と前記第２の無線通信部との通信が途切れた場合、
前記第１の制御部は前記第１の記憶部にある設置情報を順に取り出し、かつ、前記第２の
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制御部は前記第２の記憶部にある設置情報を順に取り出すことにより、前記通信を回復さ
せる最適な設置情報が設定されることを特徴とする
請求項２に記載のテレビ受信システム。
【請求項７】
前記第１の制御部が前記第１の記憶部にある設置情報を順に取り出す時間サイクルと、前
記第２の制御部が前記第２の記憶部にある設置情報を順に取り出す時間サイクルとが異な
り、
前記通信を回復させる最適な設置情報が前記選局装置及び前記表示装置に設定されるタイ
ミングが生じることを特徴とする
請求項６に記載のテレビ受信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線を介して、テレビ放送などの放送信号を受信して利用できるようにする
テレビ受信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、選局装置（チューナ）と表示装置を別個として構成し、選局装置で受信した放送
信号を無線伝送により表示装置へ送信し、表示装置において放送信号を表示するシステム
が、特開２００１－３５８９６６号公報で開示されている。
【０００３】
　従来のテレビ受信システムは、１台の選局装置が受信した放送信号を１台または複数台
の表示装置に無線送信している。その無線送信における設定パラメータは単一であり、設
置場所の異なる全ての表示装置に対して必ずしも最適な状態で無線送信できているとはい
えなかった。例えば、選局装置に近い場所に設置された表示装置は放送信号を確実に受信
できるが、選局装置から遠い場所に設置された表示装置の受信状態は不安定であり、しば
しば電波状況の悪化等により放送信号を受信できなかった。
【発明の開示】
【０００４】
　本発明に係るテレビ受信システムは、放送信号を受信するアンテナと、アンテナで受信
された放送信号を選局する選局部と、選局部で選局された放送信号を符号化する符号化部
と、符号化部で符号化された放送信号を無線信号として送信する第１の無線通信部と、選
局部の選局状態を制御する第１の制御部とを備えた選局装置と、第１の無線通信部から無
線信号を受信する第２の無線通信部と、第２の無線通信部で受信された無線信号を放送信
号として復号化する復号化部と、復号化部で復号化された放送信号を画像として表示する
画像表示部と、使用者の指示を入力する入力部と、入力された指示に基づいて選局装置の
設置情報を生成する設置情報生成部と、生成された設置情報を記憶する第２の記憶部と、
第２の記憶部から設置情報を取り出し、第２の無線通信部及び第１の無線通信部を介して
設置情報を第１の制御部へ送る第２の制御部とを備えた表示装置とを有し、第１の制御部
は、第２の制御部により送られた設置情報に基づいて選局部の選局状態を制御するもので
ある。
【０００５】
　本発明に係るテレビ受信システムによれば、表示装置が無線送信における設定パラメー
タを含む設置情報を複数備え、表示装置の設置場所に応じて受信状態が最適となる設置情
報を使用者が選択して選局装置に与えることができる。その結果、表示装置がどの場所に
設置されても、安定した受信環境をつくることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムが家屋内に導入さ
れた場合の選局装置及び表示装置の配置の一例を示す図である。
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【図２】図２は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムのブロック構成図
である。
【図３】図３は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムを構成する選局装
置１の設置情報の設定パラメータの一例を示す図である。
【図４】図４は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムの表示装置に設け
られたコントロールパネルの一例を示す図である。
【図５】図５は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムの選局装置に設け
られたＬＥＤ表示部の一例を示す図である。
【図６】図６は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムの表示装置内で実
行される設置情報に関するフローチャートである。
【図７】図７は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムの選局装置内で実
行される設置情報に関するフローチャートである。
【図８】図８は本発明に係る実施の形態２におけるテレビ受信システムのブロック構成図
である。
【図９】図９は本発明に係る実施の形態２におけるテレビ受信システムの表示装置内で実
行される設置位置検出処理に関するフローチャートである。
【図１０】図１０は本発明に係る実施の形態３におけるテレビ受信システムのブロック構
成図である。
【図１１】図１１は本発明に係る実施の形態３におけるテレビ受信システムの表示装置内
及び選局装置内で実行される無線通信の復旧に関するフローチャートである。
【符号の説明】
【０００７】
１，１３　選局装置
２，２２　表示装置
３　設置情報
１０１　第１の無線通信部
１０２　選局部
１０３　符号化部
１０４　ＬＥＤ表示部
１０５　第１の制御部
１０６　第１の記憶部
１０９　アンテナ
２０１　第２の無線通信部
２０２　復号化部
２０３　入力部
２０４　設置情報生成部
２０５　第２の記憶部
２０６　第の制御部
２０７　設置位置検出部
２０９　画像表示部
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　（実施の形態１）
　図１は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムが家屋内に導入された場
合の選局装置及び表示装置の配置の一例を示す図である。図１において、選局装置１ａ、
１ｂ、１ｃ、１ｄ、１ｅは各部屋に設置され、５台ある。表示装置２は１台リビングに設
置されている。この場合、表示装置２は最も近い場所にあるリビング内の選局装置１ｂと
無線通信を行う。なお、表示装置２は複数台あってもよい。
【０００９】
　図２は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムのブロック構成図である
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。本実施の形態１におけるテレビ受信システムは、無線通信により接続される選局装置１
と、表示装置２とにより構成される。図２において、選局装置１は図１における選局装置
１ｂに該当する。
【００１０】
　選局装置１は、第１の無線通信部１０１、選局部１０２、符号化部１０３、ＬＥＤ表示
部１０４、第１の制御部１０５、アンテナ１０９で構成される。アンテナ１０９は、屋外
から伝播する放送信号を受信する。選局部１０２は、アンテナ１０９で受信された放送信
号を選局する。符号化部１０３は、選局部１０２で選局された放送信号を符号化する。第
１の無線通信部１０１は、符号化部１０３で符号化された放送信号を無線信号として送信
する。
【００１１】
　このように、放送信号は符号化された無線信号となって表示装置２へ送られる。
【００１２】
　第１の制御部１０５は、この一連の流れを制御する他、選局部１０２の選局状態を制御
する。なお、選局状態は、選局装置１の設置場所によって異なる。また、第１の制御部１
０５は、第１の無線通信部１０１の通信状態を制御する。この通信状態の制御は、後述す
る表示装置１に記憶された設置情報に基づいて行われる。また、ＬＥＤ表示部１０４は、
選局装置１の設置情報のうち設置場所情報をＬＥＤの点灯により表示する。
【００１３】
　表示装置２は、第２の無線通信部２０１、復号化部２０２、入力部２０３、設置情報生
成部２０４、第２の記憶部２０５、第２の制御部２０６、画像表示部２０９から構成され
る。第２の無線通信部２０１は、選局装置１の第１の無線通信部１０１からの無線信号を
受信する。復号化部２０２は、第２の無線通信部２０１で受信された無線信号を放送信号
として復号化する。画像表示部２０９は、復号化部２０２で復号化された放送信号を画像
として表示する。入力部２０３は、表示装置２の使用者が入力する指示を受け付ける。設
置情報生成部２０４は、入力部２０３から入力された指示に基づいて設置情報を生成する
。第２の記憶部２０５は、設置情報生成部２０４で生成された設置情報を記憶する。第２
の制御部２０６は、第２の記憶部２０５から設置情報を取り出し、第２の無線通信部２０
１及び選局装置１の第１の無線通信部１０１を介してその取り出した設置情報を選局装置
１の第１の制御部１０５へ送る。
【００１４】
　次に、設置情報について説明する。
【００１５】
　設置情報とは、選局装置１と表示装置２とが無線信号を最適な状態で送受信できるため
の設定パラメータである。
【００１６】
　図３は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムを構成する設置情報の設
定パラメータの一例を示す図である。図３において、設置情報３の設定パラメータは、設
置場所情報３０１、使用無線チャンネル情報３０２、使用帯域情報３０３、送受信電力情
報３０４で構成されている。設置場所情報３０１は表示装置２が配置される位置を示す。
例えば、ダイニング、リビング、寝室、書斎、和室等が該当する。使用無線チャンネル情
報３０２は、選局装置１の第１の無線通信部１０１と表示装置２の第２の無線通信部２０
１との間で使用される無線チャンネルを示す。例えば、その無線チャンネルが４つあれば
、チャンネル１、２、３、４が該当する。使用帯域情報３０３は、無線チャンネルで実際
に使用される帯域を示す。例えば、チャンネル１における使用帯域が広い場合（ＷＩＤＥ
）と狭い場合（ＳＴＡＮＤＡＲＤ、以下「ＳＴＤ」という。）が該当する。送受信電力情
報３０４は、無線チャンネルで消費される送受信電力を示す。例えば、無線通信状態が良
好な場合は送受信電力を少なくし（「ＬＯＷ」と表示する）、無線通信状態が悪化してい
る場合は送受信電力を多くする（「ＨＩＧＨ」と表示する）ことが考えられる。
【００１７】
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　図４は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムの表示装置２に設けられ
た入力部２０３の一例を示す図である。入力部２０３であるコントロールパネルには、図
３に示す設定パラメータが表示される。表示部分はタッチパネルになっており、使用者が
指先にて設定情報をそのまま入力できる。図４において、設置場所はリビング、使用する
無線チャンネルは１チャンネル、使用帯域は「ＷＩＤＥ」、送受信電力は「ＬＯＷ」と設
定されている。なお、使用帯域は映像品質に大きく依存するので、設定パラメータとして
は「映像品質」と表示している。また、設置場所は左右にある三角表示に触ることで切替
わる。
【００１８】
　図５は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムの選局装置１に設けられ
たＬＥＤ表示部１０４の一例を示す図である。設置情報３の一つである設置場所情報３０
１がＬＥＤにより表示される。図５では、ＬＥＤ２が点灯し、表示装置２がリビングに設
置されていることがわかる。
【００１９】
　このように、表示装置２は選局装置１から最適な状態で無線信号を受信し鮮明な画像を
表示するために、使用者が最適な設置情報３を設定する。表示装置２からは選局装置１へ
その設定された最適な設置情報が無線信号で送られる。
【００２０】
　次にこの動作を、フローチャートを用いて説明する。
【００２１】
　図６は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムの表示装置内で実行され
る設置情報に関するフローチャートである。表示装置２が今までに記憶された設置情報で
は適用できない場合（例えば、表示装置２が新たな設置場所へ移動した場合等）、以下の
手順で新しい設置情報３を設定する。
【００２２】
　［１］表示装置２の設置情報３を更新するか否か確認する（Ｓ２００）。更新しない場
合は処理ループを抜け、ステップＳ２０６に進む。
【００２３】
　［２］設置情報を更新する場合、表示装置２のコントロールパネルから使用者が指示し
た設置場所情報３０１を新たに設定するか否かを確認する（Ｓ２０１）。表示装置２の設
置場所情報３０１を新たに設定しない場合、ステップＳ２０３に進む。
【００２４】
　［３］表示装置２の設置場所情報３０１を新たに設定する場合、使用者は新たな設置場
所情報３０１を第２の記憶部２０５に記憶させる（Ｓ２０２）。
【００２５】
　［４］さらに、設置情報３のうち無線信号制御に関する設定パラメータを更新するか否
かを確認する（Ｓ２０３）。無線信号制御に関する設定パラメータを更新しない場合は、
ステップＳ２０５に進む。
【００２６】
　［５］無線信号制御に関する設定パラメータを更新する場合、使用者は使用無線チャン
ネル情報３０２、使用帯域情報３０３、送受信電力情報３０４を第２の記憶部２０５に記
憶させる（Ｓ２０４）。
【００２７】
　［６］ステップＳ２０２で記憶させた設置場所情報３０１及びステップＳ２０４で記憶
させた使用無線チャンネル情報３０２、使用帯域情報３０３、送受信電力情報３０４を第
２の記憶部２０５から読み出す（Ｓ２０５）。
【００２８】
　［７］ステップＳ２０５で読み出された全ての設置情報を選局装置１に送信する（Ｓ２
０６）。
【００２９】
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　上記一連の処理により選局装置１に送信された設置情報は、選局装置１の第１の制御部
１０５によって各部に設定される。
【００３０】
　次にこの動作を、フローチャートを用いて説明する。
【００３１】
　図７は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムの選局装置内で実行され
る設置情報に関するフローチャートである。
【００３２】
　［１］選局装置１の設置情報３を更新するか否か確認する（Ｓ１０１）。更新しない場
合は処理ループを抜ける。
【００３３】
　［２］設置情報を更新する場合、表示装置２から送信された設置場所情報３０１が新た
に設定されたものか否かを確認する（Ｓ１０２）。設置場所情報３０１が新たに設定され
たものではない場合、ステップＳ１０４に進む。
【００３４】
　［３］表示装置２から送信された設置場所情報３０１が新たに設定されるものである場
合、その設置場所情報３０１がＬＥＤ表示部１０４に反映される。例えば、新しい設置場
所を示すＬＥＤが点灯する（Ｓ１０３）。
【００３５】
　［４］さらに、表示装置２から送信された設置情報３のうち無線信号制御に関する設定
パラメータを更新するか否かを確認する（Ｓ１０４）。無線信号制御に関する設定パラメ
ータを更新しない場合は、処理ループを抜ける。
【００３６】
　［５］無線信号制御に関する設定パラメータを更新する場合、使用無線チャンネル情報
３０２、使用帯域情報３０３、送受信電力情報３０４が第１の制御部１０５により各部に
設定される（Ｓ１０５）。
【００３７】
　以上の処理を実行させることにより、複数の設置情報３を持ち、それを使用者が設定で
きるようにすることで最適の無線設定を行うことが可能なテレビ受信システムを提供する
ことができる。
【００３８】
　（実施の形態２）
　図８は本発明に係る実施の形態２におけるテレビ受信システムのブロック構成図である
。図８において、図２の実施の形態１と異なる点は、表示装置２２に表示装置２２の設置
位置の検出を行う設置位置検出部２０７が設けられたことである。設置位置検出部２０７
は第２の無線通信部２０１の通信状態を監視し、あらかじめ設定されたパラメータの変化
を現在情報として検出する。例えば、現在情報の一つである第２の無線通信部２０１で消
費される送受信電力が設定パラメータよりも大きくなっていることを検出する。検出値が
一定の値を超えた場合、設定位置検出部２０７はその旨を第２の制御部２０６に伝える。
これを受けて、第２の制御部２０６は設置情報３の最適値を選択する。
【００３９】
　次に、この動作を、フローチャートを用いて説明する。
【００４０】
　図９は本発明に係る実施の形態２におけるテレビ受信システムの表示装置内で実行され
る設置位置検出処理に関するフローチャートである。
【００４１】
　［１］設定位置検出部２０７では常時表示装置２２の設定位置の検出を実行する（Ｓ３
０１）。具体的には、現在情報の一つである実際に消費されている送受信電力量を算出す
る。
【００４２】
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　［２］現在設定されている設置情報３の一つである送受信電力情報３０４を読み出す（
Ｓ３０２）。
【００４３】
　［３］読み出された送受信電力量３０４と実際の送受信電力量とを比較する（Ｓ３０３
）。その差が一定の値より小さい場合、処理ループを抜ける。
【００４４】
　［４］その差が一定の値以上である場合、使用者に対して現在設定されている設置情報
を更新するよう要求する（Ｓ３０４）。具体的には、表示装置２２のコントロールパネル
の表示を変化させて知らせる（例えば、図４において、全表示を点滅させる）。
【００４５】
　このように、表示装置２２に設置位置検出部２０７を設け、上記の処理を実行させるこ
とにより、使用者は表示装置２２の無線状態を知ることができ、速やかに最適な設置情報
を再設定することができる。
【００４６】
　（実施の形態３）
　図１０は本発明に係る実施の形態３におけるテレビ受信システムのブロック構成図であ
る。図１０において、図２の実施の形態１と異なる点は、選局装置１３に第１の記憶部１
０６が設けられたことである。
【００４７】
　第１の記憶部１０６は、表示装置２から送信された設置情報３を記憶する。設置情報３
が更新された場合でも、更新前の設置情報３が削除されず残るので、過去に設定された複
数の設置情報３をその後も利用することができる。
【００４８】
　具体的には、表示装置２と選局装置１３との無線通信が途絶えた場合、表示装置２及び
選局装置１３は、各異なる周期で既に記憶されている設置情報３を変更し、途絶えていた
通信が復帰し確立した時点でその設置情報３を恒久的に設定する。この動作により、途絶
えた無線通信の自動復旧が可能となる。
【００４９】
　次に、この動作を、フローチャートを用いて説明する。
【００５０】
　図１１は本発明に係る実施の形態３におけるテレビ受信システムの表示装置内及び選局
装置内で実行される無線通信の復旧に関するフローチャートである。図１１の処理は、異
なる周期で表示装置２と選局装置１３の双方で同時に実行される。
【００５１】
　［１］表示装置２と選局装置１３との無線通信が途絶したか否か確認する（Ｓ４０１）
。無線通信が途絶していない場合は、処理ループを抜ける。
【００５２】
　［２］無線通信が途絶した場合、表示装置２は第２の記憶部２０５から別の設置情報３
を読出す。また、選局装置１３は、第１の記憶部１０６から別の設置情報３を読み出す（
Ｓ４０２）。
【００５３】
　［３］次に、表示装置２は第２の記憶部２０５から読み出した設置情報３を更新し、表
示装置２内の各部の設定を変える。同様に、選局装置１３は第１の記憶部１０６から読み
出した設置情報３を更新し、選局装置１３内の各部の設定を変える（Ｓ４０３）。
【００５４】
　［４］表示装置２及び選局装置１３は、各途絶えた通信が確立したか否かを確認する（
Ｓ４０４）。通信が確立しない場合は、ステップＳ４０２へもどり、さらに別の設置情報
３を読み出す。
【００５５】
　［５］通信が確立した場合は、その無線通信が復旧したときの設置情報３を恒久的に設
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定する（Ｓ４０５）。
【００５６】
　表示装置２と選局装置１３とで上記の処理を行う周期を異ならせることにより、表示装
置２の設置情報３と選択装置１３の設置情報３との組合せが全て確認できる。なお、一定
時間内に通信が確立しなかった場合は、強制的に処理ループを抜けるようにしてもよい。
このときは、表示装置２において通信が確立しなかった旨の表示をする。
【００５７】
　以上の処理を実行することにより、表示装置２と選局装置１３との無線通信の途絶が発
生しても、自動的に途絶えた無線通信を復旧させるテレビ受信システムが実現できる。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明に係るテレビ受信システムは、家屋内、あるいは、庭などに設置される選局装置
との無線通信が可能な範囲内において、異なる条件で発生しうるＢＳ／ＣＳチャンネル選
局の高調波による無線通信への妨害を回避することができる。よって、無線を介してテレ
ビ放送などの放送信号を受信して利用できるようにするテレビジョン受信技術として有用
である。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(11) JP WO2006/095717 A1 2006.9.14

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成18年8月3日(2006.8.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【書類名】請求の範囲
【請求項１】放送信号を受信するアンテナと、
前記アンテナで受信された放送信号を選局する選局部と、
前記選局部で選局された放送信号を符号化する符号化部と、
前記符号化部で符号化された放送信号を無線信号として送信する第１の無線通信部と、
前記選局部の選局状態を制御する第１の制御部と、
を備えた選局装置と、
前記第１の無線通信部から前記無線信号を受信する第２の無線通信部と、
前記第２の無線通信部で受信された無線信号を放送信号として復号化する復号化部と、
前記復号化部で復号化された放送信号を画像として表示する画像表示部と、
使用者の指示を入力する入力部と、
入力された前記指示に基づいて設置情報を生成する設置情報生成部と、
生成された前記設置情報を記憶する第２の記憶部と、
前記第２の記憶部から前記設置情報を取り出し、前記第２の無線通信部及び前記第１の無
線通信部を介して前記設置情報を前記第１の制御部へ送る第２の制御部と、
を備えた表示装置と、を有し、
前記第１の制御部は、前記第２の制御部により送られた前記設置情報に基づいて前記第１
の無線通信部の通信状態を制御する、
テレビ受信システム。
【請求項２】前記選局装置はＬＥＤ表示部をさらに備え、
前記第１の制御部は前記設置情報に基づいて前記ＬＥＤ表示部を制御することを特徴とす
る
請求項１に記載のテレビ受信システム。
【請求項３】前記設置情報は、
前記表示装置が配置される位置を示す設定場所情報と、
前記第１の無線通信部と前記第２の無線通信部との間で使用される無線チャンネルを示す
使用無線チャンネル情報と、
前記無線チャンネルで実際に使用される帯域を示す使用帯域情報と、
前記無線チャンネルで消費される送受信電力を示す送受信電力情報とを含むことを特徴と
する
請求項２に記載のテレビ受信システム。
【請求項４】（補正後）前記表示装置は設置位置検出部をさらに備え、
前記設置位置検出部は前記表示装置の現在情報を検出し、
前記第２の制御部は前記第２の記憶部にある設置情報と前記現在情報とを比較し、
前記現在情報に最も合致する設置情報への更新の必要性を促すことを特徴とする
請求項３に記載のテレビ受信システム。
【請求項５】前記現在情報は、前記無線チャンネルで消費される送受信電力を示す送受信
電力情報であることを特徴とする
請求項４に記載のテレビ受信システム。
【請求項６】（補正後）前記選局装置は第１の記憶部をさらに備え、
前記第１の記憶部は過去に設定された複数の設置情報を記憶し、
前記第１の無線通信部と前記第２の無線通信部との通信が途切れた場合、
前記第１の制御部は前記第１の記憶部にある複数の設置情報を順に取り出し、かつ、
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前記第２の制御部は前記第２の記憶部にある複数の設置情報を順に取り出すことにより、
前記通信を回復させる最適な設置情報が設定されることを特徴とする
請求項２に記載のテレビ受信システム。
【請求項７】（補正後）前記第１の制御部が前記第１の記憶部にある複数の設置情報を順
に取り出す時間サイクルと、前記第２の制御部が前記第２の記憶部にある複数の設置情報
を順に取り出す時間サイクルとが異なり、
前記通信を回復させる最適な設置情報が前記選局装置及び前記表示装置に設定されるタイ
ミングが生じることを特徴とする
請求項６に記載のテレビ受信システム。
【手続補正書】
【提出日】平成19年5月23日(2007.5.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
放送信号を受信するアンテナと、
前記アンテナで受信された放送信号を選局する選局部と、
前記選局部で選局された放送信号を符号化する符号化部と、
前記符号化部で符号化された放送信号を無線信号として送信する第１の無線通信部と、
前記選局部の選局状態を制御する第１の制御部と、
を備えた選局装置と、
前記第１の無線通信部から前記無線信号を受信する第２の無線通信部と、
前記第２の無線通信部で受信された無線信号を放送信号として復号化する復号化部と、
前記復号化部で復号化された放送信号を画像として表示する画像表示部と、
使用者の指示を入力する入力部と、
入力された前記指示に基づいて設置情報を生成する設置情報生成部と、
生成された前記設置情報を記憶する第２の記憶部と、
前記第２の記憶部から前記設置情報を取り出し、前記第２の無線通信部及び前記第１の無
線通信部を介して前記設置情報を前記第１の制御部へ送る第２の制御部と、
を備えた表示装置と、を有し、
前記第１の制御部は、前記第２の制御部により送られた前記設置情報に基づいて前記第１
の無線通信部の通信状態を制御する、
テレビ受信システム。
【請求項２】
前記選局装置はＬＥＤ表示部をさらに備え、
前記第１の制御部は前記設置情報に基づいて前記ＬＥＤ表示部を制御することを特徴とす
る
請求項１に記載のテレビ受信システム。
【請求項３】
前記設置情報は、
前記表示装置が配置される位置を示す設定場所情報と、
前記第１の無線通信部と前記第２の無線通信部との間で使用される無線チャンネルを示す
使用無線チャンネル情報と、
前記無線チャンネルで実際に使用される帯域を示す使用帯域情報と、
前記無線チャンネルで消費される送受信電力を示す送受信電力情報とを含むことを特徴と
する
請求項２に記載のテレビ受信システム。
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【請求項４】
前記表示装置は設置位置検出部をさらに備え、
前記設置位置検出部は前記表示装置の現在情報を検出し、
前記第２の制御部は前記第２の記憶部にある設置情報と前記現在情報とを比較し、
前記現在情報に最も合致する設置情報への更新の必要性を促すことを特徴とする
請求項３に記載のテレビ受信システム。
【請求項５】
前記現在情報は、前記無線チャンネルで消費される送受信電力を示す送受信電力情報であ
ることを特徴とする
請求項４に記載のテレビ受信システム。
【請求項６】
前記選局装置は第１の記憶部をさらに備え、
前記第１の記憶部は過去に設定された複数の設置情報を記憶し、
前記第１の無線通信部と前記第２の無線通信部との通信が途切れた場合、
前記第１の制御部は前記第１の記憶部にある複数の設置情報を順に取り出し、かつ、前記
第２の制御部は前記第２の記憶部にある複数の設置情報を順に取り出すことにより、前記
通信を回復させる最適な設置情報が設定されることを特徴とする
請求項２に記載のテレビ受信システム。
【請求項７】
前記第１の制御部が前記第１の記憶部にある複数の設置情報を順に取り出す時間サイクル
と、前記第２の制御部が前記第２の記憶部にある複数の設置情報を順に取り出す時間サイ
クルとが異なり、
前記通信を回復させる最適な設置情報が前記選局装置及び前記表示装置に設定されるタイ
ミングが生じることを特徴とする
請求項６に記載のテレビ受信システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線を介して、テレビ放送などの放送信号を受信して利用できるようにする
テレビ受信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、選局装置（チューナ）と表示装置を別個として構成し、選局装置で受信した放送
信号を無線伝送により表示装置へ送信し、表示装置において放送信号を表示するシステム
が、特開２００１－３５８９６６号公報で開示されている。
【０００３】
　従来のテレビ受信システムは、１台の選局装置が受信した放送信号を１台または複数台
の表示装置に無線送信している。その無線送信における設定パラメータは単一であり、設
置場所の異なる全ての表示装置に対して必ずしも最適な状態で無線送信できているとはい
えなかった。例えば、選局装置に近い場所に設置された表示装置は放送信号を確実に受信
できるが、選局装置から遠い場所に設置された表示装置の受信状態は不安定であり、しば
しば電波状況の悪化等により放送信号を受信できなかった。
【発明の開示】
【０００４】
　本発明に係るテレビ受信システムは、放送信号を受信するアンテナと、アンテナで受信
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された放送信号を選局する選局部と、選局部で選局された放送信号を符号化する符号化部
と、符号化部で符号化された放送信号を無線信号として送信する第１の無線通信部と、選
局部の選局状態を制御する第１の制御部とを備えた選局装置と、第１の無線通信部から無
線信号を受信する第２の無線通信部と、第２の無線通信部で受信された無線信号を放送信
号として復号化する復号化部と、復号化部で復号化された放送信号を画像として表示する
画像表示部と、使用者の指示を入力する入力部と、入力された指示に基づいて選局装置の
設置情報を生成する設置情報生成部と、生成された設置情報を記憶する第２の記憶部と、
第２の記憶部から設置情報を取り出し、第２の無線通信部及び第１の無線通信部を介して
設置情報を第１の制御部へ送る第２の制御部とを備えた表示装置とを有し、第１の制御部
は、第２の制御部により送られた設置情報に基づいて選局部の選局状態を制御するもので
ある。
【０００５】
　本発明に係るテレビ受信システムによれば、表示装置が無線送信における設定パラメー
タを含む設置情報を複数備え、表示装置の設置場所に応じて受信状態が最適となる設置情
報を使用者が選択して選局装置に与えることができる。その結果、表示装置がどの場所に
設置されても、安定した受信環境をつくることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　（実施の形態１）
　図１は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムが家屋内に導入された場
合の選局装置及び表示装置の配置の一例を示す図である。図１において、選局装置１ａ、
１ｂ、１ｃ、１ｄ、１ｅは各部屋に設置され、５台ある。表示装置２は１台リビングに設
置されている。この場合、表示装置２は最も近い場所にあるリビング内の選局装置１ｂと
無線通信を行う。なお、表示装置２は複数台あってもよい。
【０００７】
　図２は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムのブロック構成図である
。本実施の形態１におけるテレビ受信システムは、無線通信により接続される選局装置１
と、表示装置２とにより構成される。図２において、選局装置１は図１における選局装置
１ｂに該当する。
【０００８】
　選局装置１は、第１の無線通信部１０１、選局部１０２、符号化部１０３、ＬＥＤ表示
部１０４、第１の制御部１０５、アンテナ１０９で構成される。アンテナ１０９は、屋外
から伝播する放送信号を受信する。選局部１０２は、アンテナ１０９で受信された放送信
号を選局する。符号化部１０３は、選局部１０２で選局された放送信号を符号化する。第
１の無線通信部１０１は、符号化部１０３で符号化された放送信号を無線信号として送信
する。
【０００９】
　このように、放送信号は符号化された無線信号となって表示装置２へ送られる。
【００１０】
　第１の制御部１０５は、この一連の流れを制御する他、選局部１０２の選局状態を制御
する。なお、選局状態は、選局装置１の設置場所によって異なる。また、第１の制御部１
０５は、第１の無線通信部１０１の通信状態を制御する。この通信状態の制御は、後述す
る表示装置１に記憶された設置情報に基づいて行われる。また、ＬＥＤ表示部１０４は、
選局装置１の設置情報のうち設置場所情報をＬＥＤの点灯により表示する。
【００１１】
　表示装置２は、第２の無線通信部２０１、復号化部２０２、入力部２０３、設置情報生
成部２０４、第２の記憶部２０５、第２の制御部２０６、画像表示部２０９から構成され
る。第２の無線通信部２０１は、選局装置１の第１の無線通信部１０１からの無線信号を
受信する。復号化部２０２は、第２の無線通信部２０１で受信された無線信号を放送信号
として復号化する。画像表示部２０９は、復号化部２０２で復号化された放送信号を画像
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として表示する。入力部２０３は、表示装置２の使用者が入力する指示を受け付ける。設
置情報生成部２０４は、入力部２０３から入力された指示に基づいて設置情報を生成する
。第２の記憶部２０５は、設置情報生成部２０４で生成された設置情報を記憶する。第２
の制御部２０６は、第２の記憶部２０５から設置情報を取り出し、第２の無線通信部２０
１及び選局装置１の第１の無線通信部１０１を介してその取り出した設置情報を選局装置
１の第１の制御部１０５へ送る。
【００１２】
　次に、設置情報について説明する。
【００１３】
　設置情報とは、選局装置１と表示装置２とが無線信号を最適な状態で送受信できるため
の設定パラメータである。
【００１４】
　図３は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムを構成する設置情報の設
定パラメータの一例を示す図である。図３において、設置情報３の設定パラメータは、設
置場所情報３０１、使用無線チャンネル情報３０２、使用帯域情報３０３、送受信電力情
報３０４で構成されている。設置場所情報３０１は表示装置２が配置される位置を示す。
例えば、ダイニング、リビング、寝室、書斎、和室等が該当する。使用無線チャンネル情
報３０２は、選局装置１の第１の無線通信部１０１と表示装置２の第２の無線通信部２０
１との間で使用される無線チャンネルを示す。例えば、その無線チャンネルが４つあれば
、チャンネル１、２、３、４が該当する。使用帯域情報３０３は、無線チャンネルで実際
に使用される帯域を示す。例えば、チャンネル１における使用帯域が広い場合（ＷＩＤＥ
）と狭い場合（ＳＴＡＮＤＡＲＤ、以下「ＳＴＤ」という。）が該当する。送受信電力情
報３０４は、無線チャンネルで消費される送受信電力を示す。例えば、無線通信状態が良
好な場合は送受信電力を少なくし（「ＬＯＷ」と表示する）、無線通信状態が悪化してい
る場合は送受信電力を多くする（「ＨＩＧＨ」と表示する）ことが考えられる。
【００１５】
　図４は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムの表示装置２に設けられ
た入力部２０３の一例を示す図である。入力部２０３であるコントロールパネルには、図
３に示す設定パラメータが表示される。表示部分はタッチパネルになっており、使用者が
指先にて設定情報をそのまま入力できる。図４において、設置場所はリビング、使用する
無線チャンネルは１チャンネル、使用帯域は「ＷＩＤＥ」、送受信電力は「ＬＯＷ」と設
定されている。なお、使用帯域は映像品質に大きく依存するので、設定パラメータとして
は「映像品質」と表示している。また、設置場所は左右にある三角表示に触ることで切替
わる。
【００１６】
　図５は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムの選局装置１に設けられ
たＬＥＤ表示部１０４の一例を示す図である。設置情報３の一つである設置場所情報３０
１がＬＥＤにより表示される。図５では、ＬＥＤ２が点灯し、表示装置２がリビングに設
置されていることがわかる。
【００１７】
　このように、表示装置２は選局装置１から最適な状態で無線信号を受信し鮮明な画像を
表示するために、使用者が最適な設置情報３を設定する。表示装置２からは選局装置１へ
その設定された最適な設置情報が無線信号で送られる。
【００１８】
　次にこの動作を、フローチャートを用いて説明する。
【００１９】
　図６は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムの表示装置内で実行され
る設置情報に関するフローチャートである。表示装置２が今までに記憶された設置情報で
は適用できない場合（例えば、表示装置２が新たな設置場所へ移動した場合等）、以下の
手順で新しい設置情報３を設定する。
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【００２０】
　［１］表示装置２の設置情報３を更新するか否か確認する（Ｓ２００）。更新しない場
合は処理ループを抜け、ステップＳ２０６に進む。
【００２１】
　［２］設置情報を更新する場合、表示装置２のコントロールパネルから使用者が指示し
た設置場所情報３０１を新たに設定するか否かを確認する（Ｓ２０１）。表示装置２の設
置場所情報３０１を新たに設定しない場合、ステップＳ２０３に進む。
【００２２】
　［３］表示装置２の設置場所情報３０１を新たに設定する場合、使用者は新たな設置場
所情報３０１を第２の記憶部２０５に記憶させる（Ｓ２０２）。
【００２３】
　［４］さらに、設置情報３のうち無線信号制御に関する設定パラメータを更新するか否
かを確認する（Ｓ２０３）。無線信号制御に関する設定パラメータを更新しない場合は、
ステップＳ２０５に進む。
【００２４】
　［５］無線信号制御に関する設定パラメータを更新する場合、使用者は使用無線チャン
ネル情報３０２、使用帯域情報３０３、送受信電力情報３０４を第２の記憶部２０５に記
憶させる（Ｓ２０４）。
【００２５】
　［６］ステップＳ２０２で記憶させた設置場所情報３０１及びステップＳ２０４で記憶
させた使用無線チャンネル情報３０２、使用帯域情報３０３、送受信電力情報３０４を第
２の記憶部２０５から読み出す（Ｓ２０５）。
【００２６】
　［７］ステップＳ２０５で読み出された全ての設置情報を選局装置１に送信する（Ｓ２
０６）。
【００２７】
　上記一連の処理により選局装置１に送信された設置情報は、選局装置１の第１の制御部
１０５によって各部に設定される。
【００２８】
　次にこの動作を、フローチャートを用いて説明する。
【００２９】
　図７は本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムの選局装置内で実行され
る設置情報に関するフローチャートである。
【００３０】
　［１］選局装置１の設置情報３を更新するか否か確認する（Ｓ１０１）。更新しない場
合は処理ループを抜ける。
【００３１】
　［２］設置情報を更新する場合、表示装置２から送信された設置場所情報３０１が新た
に設定されたものか否かを確認する（Ｓ１０２）。設置場所情報３０１が新たに設定され
たものではない場合、ステップＳ１０４に進む。
【００３２】
　［３］表示装置２から送信された設置場所情報３０１が新たに設定されるものである場
合、その設置場所情報３０１がＬＥＤ表示部１０４に反映される。例えば、新しい設置場
所を示すＬＥＤが点灯する（Ｓ１０３）。
【００３３】
　［４］さらに、表示装置２から送信された設置情報３のうち無線信号制御に関する設定
パラメータを更新するか否かを確認する（Ｓ１０４）。無線信号制御に関する設定パラメ
ータを更新しない場合は、処理ループを抜ける。
【００３４】
　［５］無線信号制御に関する設定パラメータを更新する場合、使用無線チャンネル情報
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３０２、使用帯域情報３０３、送受信電力情報３０４が第１の制御部１０５により各部に
設定される（Ｓ１０５）。
【００３５】
　以上の処理を実行させることにより、複数の設置情報３を持ち、それを使用者が設定で
きるようにすることで最適の無線設定を行うことが可能なテレビ受信システムを提供する
ことができる。
【００３６】
　（実施の形態２）
　図８は本発明に係る実施の形態２におけるテレビ受信システムのブロック構成図である
。図８において、図２の実施の形態１と異なる点は、表示装置２２に表示装置２２の設置
位置の検出を行う設置位置検出部２０７が設けられたことである。設置位置検出部２０７
は第２の無線通信部２０１の通信状態を監視し、あらかじめ設定されたパラメータの変化
を現在情報として検出する。例えば、現在情報の一つである第２の無線通信部２０１で消
費される送受信電力が設定パラメータよりも大きくなっていることを検出する。検出値が
一定の値を超えた場合、設定位置検出部２０７はその旨を第２の制御部２０６に伝える。
これを受けて、第２の制御部２０６は設置情報３の最適値を選択する。
【００３７】
　次に、この動作を、フローチャートを用いて説明する。
【００３８】
　図９は本発明に係る実施の形態２におけるテレビ受信システムの表示装置内で実行され
る設置位置検出処理に関するフローチャートである。
【００３９】
　［１］設定位置検出部２０７では常時表示装置２２の設定位置の検出を実行する（Ｓ３
０１）。具体的には、現在情報の一つである実際に消費されている送受信電力量を算出す
る。
【００４０】
　［２］現在設定されている設置情報３の一つである送受信電力情報３０４を読み出す（
Ｓ３０２）。
【００４１】
　［３］読み出された送受信電力量３０４と実際の送受信電力量とを比較する（Ｓ３０３
）。その差が一定の値より小さい場合、処理ループを抜ける。
【００４２】
　［４］その差が一定の値以上である場合、使用者に対して現在設定されている設置情報
を更新するよう要求する（Ｓ３０４）。具体的には、表示装置２２のコントロールパネル
の表示を変化させて知らせる（例えば、図４において、全表示を点滅させる）。
【００４３】
　このように、表示装置２２に設置位置検出部２０７を設け、上記の処理を実行させるこ
とにより、使用者は表示装置２２の無線状態を知ることができ、速やかに最適な設置情報
を再設定することができる。
【００４４】
　（実施の形態３）
　図１０は本発明に係る実施の形態３におけるテレビ受信システムのブロック構成図であ
る。図１０において、図２の実施の形態１と異なる点は、選局装置１３に第１の記憶部１
０６が設けられたことである。
【００４５】
　第１の記憶部１０６は、表示装置２から送信された設置情報３を記憶する。設置情報３
が更新された場合でも、更新前の設置情報３が削除されず残るので、過去に設定された複
数の設置情報３をその後も利用することができる。
【００４６】
　具体的には、表示装置２と選局装置１３との無線通信が途絶えた場合、表示装置２及び
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選局装置１３は、各異なる周期で既に記憶されている設置情報３を変更し、途絶えていた
通信が復帰し確立した時点でその設置情報３を恒久的に設定する。この動作により、途絶
えた無線通信の自動復旧が可能となる。
【００４７】
　次に、この動作を、フローチャートを用いて説明する。
【００４８】
　図１１は本発明に係る実施の形態３におけるテレビ受信システムの表示装置内及び選局
装置内で実行される無線通信の復旧に関するフローチャートである。図１１の処理は、異
なる周期で表示装置２と選局装置１３の双方で同時に実行される。
【００４９】
　［１］表示装置２と選局装置１３との無線通信が途絶したか否か確認する（Ｓ４０１）
。無線通信が途絶していない場合は、処理ループを抜ける。
【００５０】
　［２］無線通信が途絶した場合、表示装置２は第２の記憶部２０５から別の設置情報３
を読出す。また、選局装置１３は、第１の記憶部１０６から別の設置情報３を読み出す（
Ｓ４０２）。
【００５１】
　［３］次に、表示装置２は第２の記憶部２０５から読み出した設置情報３を更新し、表
示装置２内の各部の設定を変える。同様に、選局装置１３は第１の記憶部１０６から読み
出した設置情報３を更新し、選局装置１３内の各部の設定を変える（Ｓ４０３）。
【００５２】
　［４］表示装置２及び選局装置１３は、各途絶えた通信が確立したか否かを確認する（
Ｓ４０４）。通信が確立しない場合は、ステップＳ４０２へもどり、さらに別の設置情報
３を読み出す。
【００５３】
　［５］通信が確立した場合は、その無線通信が復旧したときの設置情報３を恒久的に設
定する（Ｓ４０５）。
【００５４】
　表示装置２と選局装置１３とで上記の処理を行う周期を異ならせることにより、表示装
置２の設置情報３と選択装置１３の設置情報３との組合せが全て確認できる。なお、一定
時間内に通信が確立しなかった場合は、強制的に処理ループを抜けるようにしてもよい。
このときは、表示装置２において通信が確立しなかった旨の表示をする。
【００５５】
　以上の処理を実行することにより、表示装置２と選局装置１３との無線通信の途絶が発
生しても、自動的に途絶えた無線通信を復旧させるテレビ受信システムが実現できる。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明に係るテレビ受信システムは、家屋内、あるいは、庭などに設置される選局装置
との無線通信が可能な範囲内において、異なる条件で発生しうるＢＳ／ＣＳチャンネル選
局の高調波による無線通信への妨害を回避することができる。よって、無線を介してテレ
ビ放送などの放送信号を受信して利用できるようにするテレビジョン受信技術として有用
である。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムが家屋内に導入された場
合の選局装置及び表示装置の配置の一例を示す図
【図２】本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムのブロック構成図
【図３】本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムを構成する選局装置１の
設置情報の設定パラメータの一例を示す図
【図４】本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムの表示装置に設けられた
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コントロールパネルの一例を示す図
【図５】本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムの選局装置に設けられた
ＬＥＤ表示部の一例を示す図
【図６】本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムの表示装置内で実行され
る設置情報に関するフローチャート
【図７】本発明に係る実施の形態１におけるテレビ受信システムの選局装置内で実行され
る設置情報に関するフローチャート
【図８】本発明に係る実施の形態２におけるテレビ受信システムのブロック構成図
【図９】本発明に係る実施の形態２におけるテレビ受信システムの表示装置内で実行され
る設置位置検出処理に関するフローチャート
【図１０】本発明に係る実施の形態３におけるテレビ受信システムのブロック構成図
【図１１】本発明に係る実施の形態３におけるテレビ受信システムの表示装置内及び選局
装置内で実行される無線通信の復旧に関するフローチャート
【符号の説明】
【００５８】
　１，１３　　選局装置
　２，２２　　表示装置
　３　　設置情報
　１０１　　第１の無線通信部
　１０２　　選局部
　１０３　　符号化部
　１０４　　ＬＥＤ表示部
　１０５　　第１の制御部
　１０６　　第１の記憶部
　１０９　　アンテナ
　２０１　　第２の無線通信部
　２０２　　復号化部
　２０３　　入力部
　２０４　　設置情報生成部
　２０５　　第２の記憶部
　２０６　　第の制御部
　２０７　　設置位置検出部
　２０９　　画像表示部
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図３】
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